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 臨 時 職 員 吉 田 美 里   

町 長 提 出 

議 案 の 題 目 

１ 諮問第３号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

２ 諮問第４号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

３ 議案第76号 おいらせ町消防団条例の一部を改正する条例について 

４ 議案第77号 おいらせ町立児童館条例の一部を改正する条例について 

５ 議案第78号 学校給食センター建築工事請負契約の締結について 

６ 議案第79号 学校給食センター電気設備整備工事請負契約の締結について 

７ 議案第80号 学校給食センター機械設備整備工事請負契約の締結について 

８ 議案第81号 学校給食センター厨房設備整備工事請負契約の締結について 

９ 議案第82号 平成２８年度おいらせ町一般会計補正予算（第２号）について 

10 議案第83号 平成２８年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について 

11 議案第84号 平成２８年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計補正予算（第１

号）について 

12 議案第85号 平成２８年度おいらせ町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

について 

13 議案第86号 平成２８年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）について 

14 議案第87号 平成２８年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

15 議案第88号 お平成２８年度おいらせ町公共用地取得事業特別会計補正予算（第

２号）について 

16 議案第89号 平成２８年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 

17 議案第90号 平成２８年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第１号）について 

 

 

 

 

 

 

 

議 員 提 出 

議 案 の 題 目 

 

 

 

 

 

開 議 午前１０時００分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 
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議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

 

 

 

事務局長 

（中野重男君） 

 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

礼。 

着席ください。 

 

会議成立 

開会宣告 

馬場議長 おはようございます。 

ただいまの出席議員数は１６人です。定足数に達しております

ので、直ちに本日の会議を開きます。 

 

（開会時刻 午前１０時００分） 

 

 馬場議長 昨日の答弁について学務課長より６番、平野議員からの質疑に

ついて答弁漏れがあり、答弁したいとの申し入れがありましたの

で、これを許します。 

学務課長。 

 

 学務課長 

（泉山裕一君） 

６番、平野敏彦議員の債権放棄の質問に対して、昨日答弁を保

留していましたので、ご回答いたします。 

報告第１８号、放棄した債権の報告についての中で債権放棄の

対象の中に要保護者や準要保護者を受けている対象者がいるか

というご質問に対してお答えいたします。 

今回の債権放棄の中に要保護者及び準要保護者の対象者はお

りません。 

以上で答弁を終わります。 

 

議事日程報告 馬場議長 本日の会議日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

 馬場議長 日程第１、諮問第３号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意

見を求めることについてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

町長。 
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当局の説明 町長 

（三村正太郎君） 

諮問第３号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求める

ことについてご説明申し上げます。 

本案は、現委員であります山端節子氏の任期が本年２８年１２

月３１日をもって満了となることから、引き続き同氏を推薦いた

したく人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき議会の意見

を求めるものであります。 

山端氏は平成１３年１１月より現在に至るまでの５期１５年、

人権擁護委員として在任し、人権相談を初めとした地域の人権擁

護活動において、よき理解者であるとともに指導者として活躍い

ただいており、その信望は非常に厚いものがあり、人権擁護委員

として、まさに適任者であると考え、候補者として推薦したく存

じますので、何とぞ満場のご同意を賜りますよう、よろしくお願

いいたします。 

 

 馬場議長 説明が終わりました。 

この際、質疑を受けます。 

質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、本件についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから諮問第３号について採決をいたします。 

本件は、これを適任とすることにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 異議なしと認めます。 

よって、本件については適任とすることに決しました。 

 

 馬場議長 日程第２、諮問第４号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意

見を求めることについてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

町長。 

 

当局の説明 町長 諮問第４号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求める



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－５－ 

（三村正太郎君） ことについてご説明を申し上げます。 

本案は、現委員であります倉持晶郎氏の任期が本年１２月３１

日をもって満了となることから、引き続き同氏を推薦いたしたく

人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき議会の意見を求め

るものであります。 

倉持氏は平成２３年１月に委員に就任し、積極的に地域住民の

相談や助言指導に当たりながら平成２５年４月から十和田人権

擁護委員協議会常務委員の要職も担われ、地域の人権意識向上の

ため精力的に活動されており、その信望は非常に厚いものがあ

り、人権擁護委員として、まさに適任者であると考え、候補者と

して推薦いたしたく存じますので、何とぞ満場のご同意を賜りま

すよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 

 馬場議長 説明が終わりました。 

この際質疑を受けます。 

質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、本件についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから諮問第４号について採決いたします。 

本件は、これを適任とすることにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 異議なしと認めます。 

よって、本件については適任とすることに決しました。 

 

 馬場議長 日程第３、議案第７６号、おいらせ町消防団条例の一部を改正

する条例についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

まちづくり防災課長。 

 

当局の説明 まちづくり防災課

長 

それでは、議案第７６号についてご説明申し上げます。 

議案書の１５ページから１６ページです。あわせて６８ページ
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（田中貴重君） をごらんください。 

本案は、おいらせ町消防団条例の一部を改正するものでありま

す。 

地域防災力の要である消防団員を取り巻く社会情勢、就業構造

の変化やサラリーマン団員の増加などから、勤務時間帯による災

害活動等への参加が困難となりつつある状況から、消防団員の費

用弁償の改正により処遇改善を図り、地域防災力の充実強化を進

めるものであります。 

改正部分については、水火災出動から警戒活動までそれぞれ

１，５００円から２，０００円に費用弁償の額を改めるものです。

施行年月日は２９年４月１日を予定しております。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第７６号について採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場議長 日程第４、議案第７７号、おいらせ町立児童館条例の一部を改

正する条例についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

町民課長。 

 

当局の説明 町民課長 

（澤田常男君） 

それでは、議案第７７号、おいらせ町立児童館条例の一部を改

正する条例についてご説明申し上げます。 
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議案では、１７ページから１８ページ、参考資料は６９ページ

になります。 

本案は、木ノ下児童館の老朽化による移転改築事業による北部

児童センターの増改築工事完成後の本年１２月１日から２館を

統合して新たに木ノ下児童センターみらい館を設置し、また南部

児童センターの名称を木内々児童センターひまわり館に変更し、

あわせて児童館の業務に放課後児童健全育成事業の実施に関す

ることを追加するため提案するものであります。 

なお、附則第２条に条例改正後における配置職員の任命及び格

児童館の運営協議会委員の身分について継続するため経過措置

の規定を設けております。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第７７号について採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場議長 日程第５、議案第７８号、学校給食センター建築工事請負契約

の締結についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

学務課長。 

 

当局の説明 学務課長 

（泉山裕一君） 

議案第７８号についてご説明申し上げます。 

本案は、学校給食センター建築工事施工のため去る８月２３日
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に１０社により指名競争入札を執行したところ、５億８，３２０

万円で株式会社福萬組が落札者として決定いたしましたので、契

約を締結するため提案するものであります。 

本工事を施工することにより、事務室、調理場、研修室などの

施設を有する鉄骨造り一部２階建ての新給食センターが平成３

０年１月３１日までに整備されることになります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

７番、 山忠議員。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

ちょっとお聞きしたいんですけれども、契約相手方として福萬

さんというふうなことになっていますけれども、入札の規定で町

内にいかに貢献しているかというふうなのも加味されるように

なったと思うんですが、この福萬さんは、おいらせ町にどのよう

な貢献をしているんでしょうか。 

 

 馬場議長 企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

お答えいたします。 

入札担当課である企画財政課のほうからお答えいたします。 

福萬組が町内にどのような貢献をしているかということでご

ざいますが、具体的なものはこちらのほうでは把握してございま

せん。入札そのものは建築、土木さまざまな業種の方々が、おい

らせ町のほうに入札参加資格を申し出て、その中から、ある一定

の基準に基づいてこちらのほうで指名しているものであります。 

以上であります。 

 

 馬場議長 ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

入札に参加する業者の基準的なものを、ある程度町では定めて

いるはずなので、そこら辺はやはりしっかりと見ておいていただ

きたいなと、そういうふうに思います。 
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それから、この入札金額ですが、７２ページを見ていただけま

せんでしょうか。７２ページの入札書比較価格というふうな金額

が出ていますけれども、この金額は設計の積算、ごめんなさい、

７０ページ、この金額は設計での積算金額と考えてよろしいんで

すか。 

 

 馬場議長 企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

それでは、お答えいたします。 

入札の際の予定価格に関するお尋ねかと思います。予定価格に

つきましては、設計金額をそのまま採用するようにしておりま

す。国からの指導によりまして、いわゆる歩切りすることは禁じ

られておりますので、設計額をそのまま予定価格金額として採用

してございます。 

以上であります。 

 

 馬場議長 ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

金額を見ると大体９８％で入札になっているみたいです。それ

であるならば、９０％以上というふうなこと、ある程度満額に近

い金額に私は思うわけです。それならば福萬さんなりに地元の業

者を下請けなり何なりに入ってもらえるような、そういうことは

できないものなんでしょうか。 

 

 馬場議長 学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（泉山裕一君） 

私ども建築工事だけではなく、なるべくすべての工事に対して

地元の業者さんを活用していただきたいというお願いはするつ

もりでいます。 

以上になります。 

 

 馬場議長 ほかに質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 
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討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第７８号について採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場議長 日程第６、議案第７９号、学校給食センター電気設備整備工事

請負契約の締結についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

学務課長。 

 

当局の説明 学務課長 

（泉山裕一君） 

議案第７９号についてご説明申し上げます。 

本案は、学校給食センター電気設備整備工事施工のため、去る

８月２３日に１０社により指名競争入札を執行したところ、１億

６，３０８万円で興陽電設株式会社が落札者として決定いたしま

したので、契約を締結するため提案するものであります。 

本工事を施工することにより電灯設備、動力設備、受変電設備

などの電気設備が平成３０年１月３１日までに整備されること

になります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第７９号について採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 
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 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場議長 日程第７、議案第８０号、学校給食センター機械設備整備工事

請負契約の締結についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

学務課長。 

 

当局の説明 学務課長 

（泉山裕一君） 

議案第８０号についてご説明申し上げます。 

本案は、学校給食センター機械設備整備工事施工のため、去る

８月２３日に６社により指名競争入札を執行したところ、３億

１，１７９万６，０００円で株式会社ヤマト東北支店が落札者と

して決定いたしましたので、契約を締結するため提案するもので

あります。 

本工事を施工することにより、冷暖房設備、換気設備、給水排

水設備などの機械設備が平成３０年１月３１日までに整備され

ることになります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

１４番、松林義光議員。 

 

 １４番 

（松林義光君） 

この工事ですけれども、地元の業者１社も指名を受けておりま

せん。なぜ指名を受けないのか、その根拠をお聞きしたいと思い

ます。 

 

 馬場議長 企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

それでは、お答えいたします。 

まず機械設備工事の指名業者の考え方でありますが、まずは事

業費であります。事業費は入札の予定価格にも書いてありますよ

うに３億円を超える相当な大きい事業でございます。 

それから工事につきましても給排水、空調、換気、自動制御、
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厨房排水処理等々複雑多岐にわたるため施工能力、実績、それか

ら完成工事高、技術者の数等々勘案しまして、経営審査事項の総

合評定値が高得点のものを６社選定したものでございます。 

参考までに地元の業者でありますが、完成工事高もすべて今回

の予定価格未満でございますし、技術者数も１名程度でございま

す。 

以上であります。 

 

 馬場議長 １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

施工能力とか高得点とかいろいろ例があるようですけれども、

百石中学校が２３年ですか、工事を行っております。その際に機

械設備の八戸の北奥設備５，３００万ですか、それから水道給排

水、松本水道６，０００万で受注をしております。なぜ百石中学

校でこのような工事を行って指名を受けたにもかかわらず今回

のこの給食センターの工事に指名を受けない。私は本当に残念で

あります。 

分離発注するなら水道、衛生設備、そのチャンスを、分類して

も、そのチャンスをやはり地元の業者に与えるべきであると。中

小企業の育成も役場の仕事ではありませんか。すべてが高得点、

県外の業者に発注する。地元に全然潤いがありません。百石中学

校ができて、なぜ学校給食センターの指名を受けられない。もう

一度この理由をお聞きしたいと思います。 

 

 馬場議長 学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（泉山裕一君） 

基本的に分割発注に関してみれば一度検討を行いました。松林

議員おっしゃるとおり給排水と空調を分けてみたこともござい

ます。そしたら予算額よりも約１，０００万弱ほど超えてしまい

ました。 

また、その後代替案といたしまして、今度は浄化設備だけ、排

水の処理施設だけを抜いて分割発注できないかということも検

討いたしましたが、どうしても予算をオーバーするということ

と、あとは工期の設定でいろいろ会計検査等になじまない部分と

か正式な工期で行ってしまうと、今度杭が打てないとかいろいろ
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な支障が出てきております。 

でも、大きい理由に関してみれば、やはり分けたことによって

予算が間に合わなかったというのが実情であります。 

私ども予算を取るときに関しては三沢市の農産物加工施設と

いうことで給食をつくっている施設がございます。そのほか六ヶ

所のほうにも似たような施設がございます。そちらのほうを参考

にしたものですから、通常に建築、電気、機械、厨房という４つ

の区分けで予算をとっておりましたので、その辺のところが原因

でなかったかなと思っております。 

以上です。 

 

 馬場議長 １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

このような大きな工事、恐らく１５億前後ですか、このような

工事は、おいらせ町においては滅多にないと思います。百石中学

校の講堂の改築工事もあるようです。また将来は役場庁舎の統合

建設もあるかもしれません。しかしながら、このような工事は滅

多に私はないと思います。ですから、本体工事に厨房を加えると

か、いろいろ考えて、やはり地元の業者にもそのチャンスを与え

るべきであるべきですよ。町長、そう思いませんか。 

分割発注、今までやってきているんです。それがここにきて予

算が１，０００万足りないということで、やはりそういうふうな

発注をせざるを得ないという話ですけれども、いろいろな方法が

あるはずですよ。１，０００万ぐらい浮くんですよ。基本的には、

やはり地元の業者を使うべきであると、こう思います。 

いくら質問しても答弁は同じでしょう。ですから、賛成・反対

討論で私は地元の業者を入れて、もう一度やり直すべきである

と、こう思っておりますので、まずもう一度答弁をお願いします。 

 

 馬場議長 企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

それでは、お答えいたします。 

先ほどの松林議員のご意見もごもっともでございます。こちら

のほうも重々配慮、考慮しなければいけないこともございます

が、そもそも入札そのものは適正な競争のもとに施工能力を有す
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る受注者を確実に選定し、公共工事の品質をきちんと確保すると

ころが大事なところであります。その上で地元業者が落札できれ

ば、なおよかったなと思っております。入札には一定の資格要件

がございますので、そのあたりも十分ご理解いただければと思っ

ております。 

以上であります。 

 

 馬場議長 学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（泉山裕一君） 

先ほど 山議員にもご説明申し上げましたけれども、これから

業者さんに対して、今後現場が始まりますので、その辺のところ

では、やはり地元の活用というのを強くお願いしてまいりたいと

思います。 

以上になります。 

 

 馬場議長 ほかに質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

１４番、松林義光議員。 

 

 １４番 

（松林義光君） 

今、学務課長は、今後、地元の業者に下請けとか、そのチャン

スを与えたいような、私はそういうふうに聞きました。だとすれ

ば、最初から指名に入れるべきではないでしょうか。私はやはり

地元の企業にもチャンスを与えるべきであるということで、もう

一度地元業者を入れて入札をすべきであるということで反対い

たします。 

 

 馬場議長 ほかに討論ありませんか。 

６番、平野敏彦議員。 

 

 ６番 

（平野敏彦君） 

今、反対がありましたので、私は今までの経過、議論を聞いて、

これは事務手続き、入札の仕方、それらについては全く瑕疵がな

いわけです。今、質問されている地元業者といいますけれども、

先ほど担当課長が言いましたように、基準があって、その金額で
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なければ指名ができない、指名ができるクリアされたものがこう

いうふうな形で入札に参加しているわけですから、いくら地元の

業者といえども従業員の数、施工能力、そういうふうなものが下

がってもいいのかというふうな。やはり公的な事業ですから私は

それは理に適っていないと思いますよ。 

特に、この給食センターについては食べ物を扱う設備ですか

ら、万が一工事に瑕疵があってはなりません。そういうふうな意

味では今、答弁を聞いて私は何ら瑕疵がない、反対するものでも

ないというふうなことで私は賛成をする討論をいたします。 

 

 馬場議長 １４番。 

 

 １４番 

（松林義光君） 

暫時休憩をお願いします。 

 

 馬場議長 暫時休憩します。 

  （休憩 午前１０時２９分） 

 馬場議長 休憩を解き、会議を再開します。 

  （再開 午前１０時３１分） 

 馬場議長 １４番、松林義光議員。 

 

 １４番 

（松林義光君） 

残念ながら地元の業者では能力がないそうですから、私の反対

の討論は取り下げします。 

 

 馬場議長 ほかに討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 暫時休憩します。 

それでは１０時５０分まで休憩といたします。 

  （休憩 午前１０時３１分） 

 馬場議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  （再開 午前１０時５３分） 

 馬場議長 休憩前の１４番、松林義光議員の２回目の反対討論の取り下げ

発言についてでございますけれども、２度目の発言を許したこと

については議長の手落ちということになります。 

よって、反対討論の取り下げについては認めないことといたし

ますけれども、議員の２名以上の動議をもって取り消しを要求さ
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れる場合は皆さんに諮ることになりますけれども、動議がなけれ

ば賛成、反対双方の討論があったということで採決をいたします

が、それにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 それでは、議案第８０号について採決をいたします。 

採決は起立により行いたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 それでは、議案第８０号について賛成の議員は起立願います。 

  （起立多数） 

 馬場議長 起立多数。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場議長 日程第８、議案第８１号、学校給食センター厨房設備整備工事

請負契約の締結についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

学務課長。 

 

当局の説明 学務課長 

（泉山裕一君） 

議案第８１号についてご説明申し上げます。 

本案は、学校給食センター厨房設備整備工事施工のため、去る

８月２３日に４社により指名競争入札を執行したところ、２億

７，４９５万９，３６０円で株式会社マルゼン東北営業所が落札

者として決定いたしましたので、契約を締結するため提案するも

のであります。 

本工事を施工することにより、調理室等の調理機器などの厨房

設備が平成３０年１月３１日までに整備されることになります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 
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 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第８１号について採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場議長 日程第９、議案第８２号、平成２８年度おいらせ町一般会計補

正予算（第２号）についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

企画財政課長。 

 

当局の説明 企画財政課長 

（成田光寿君） 

それでは、議案第８２号についてご説明申し上げます。 

議案書２７ページをごらんください。 

本案は、既定予算の総額に歳入歳出それぞれ２億２，３５０万

円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１０７億３，５８２

万円とするものであります。 

３２ページをごらんください。 

第２表地方債補正につきましては、１件の借入限度額の変更と

２件の事業を廃止するものであります。 

それでは歳入歳出の主なものにつきまして、別冊の事項別明細

書でご説明申し上げますので、ご用意ください。 

まず歳出の主な内容であります。 

全款にわたって給料、職員手当等共済費など人件費が計上され

ておりますが、４月の職員人事異動等によるものであります。 

１１ページをごらんください。 

２款２項４目洋光台団地分譲促進費では、団地内の軟弱地盤の

地質調査を行うため地盤調査委託料６２７万５，０００円を追加

するものであります。 

１５ページをごらんください。 

３款１項２目障害者（児）福祉費の国庫返還金３０３万円は障

害者医療費及び障害者自立支援給付費に係る国庫負担金の平成

２７年度実績に伴う返還金を計上するものであります。 

１７ページをごらんください。 
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４款１項２目予防費の乳幼児等予防接種委託料３２２万円は

定期予防接種にＢ型肝炎ワクチンを追加するため増額するもの

であります。 

１８ページをごらんください。 

４款２項１目清掃総務費の浄化槽設置整備費補助金９７８万

２，０００円は合併処理浄化槽設置者の見込みにより増額するも

のであります。 

１９ページをごらんください。 

６款１項５目農地費の県営奥入瀬川地区ため池等整備事業費

負担金１，２３２万２，０００円は、県営事業の事業費の変更に

伴う増額するものであります。 

２０ページをごらんください。 

７款１項２目商工業振興費の地域空き店舗活用支援事業助成

金１００万円は空き店舗改装費助成事業申請者の見込みにより

増額するものであります。 

２２ページをごらんください。 

８款２項２目道路橋梁新設改良費の町道整備工事費４，０００

万円は生活関連道路及び雨水排水路の整備のため増額するもの

であります。 

２３ページをごらんください。 

９款１項１目非常備消防費の防火水槽撤去工事費１１８万８，

０００円は堀切川地区の防火水槽の老朽化に伴い、八戸圏域水道

企業団において消火栓を設置したことから撤去費用として計上

するものであります。 

２６ページをごらんください。 

１０款３項３目学校建設費では百石中学校講堂改築事業に係

る測量設計等委託料２，９５０万円、実施設計委託料２，５００

万円をそれぞれ計上するものであります。 

２９ページをごらんください。 

１０款５項２目体育施設費では町民プール建設事業に係る測

量設計等委託料９００万円、実施設計委託料２，６００万円をそ

れぞれ計上するものであります。 

次に歳入の主な内容につきましてご説明申し上げます。 

３ページをごらんください。 

１款１項町民税及び２項固定資産税は見込みにより増額する
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ものであります。 

４ページをごらんください。 

１０款１項１目地方交付税の普通交付税１億８，７１４万４，

０００円、震災復興特別交付税９，３７５万６，０００円ともに

交付税算定に伴い増額するものであります。 

１４款２項６目教育費国庫補助金の学校給食センター整備事

業費補助金１，４４９万５，０００円は交付決定により計上する

ものであります。 

６ページをごらんください。 

１８款２項１目財政調整基金繰入金は９月補正予算の歳入歳

出財源調整により２億３，１７１万４，０００円を減額するもの

です。 

７ページをごらんください。 

１９款１項１目繰越金の前年度繰越金は平成２７年度決算に

伴い、８，０２７万２，０００円を増額するものであります。 

８ページをごらんください。 

２１款１項１目農林水産業債の農道保全対策事業債３，５１０

万円及び奥入瀬川南岸地区ため池等整備事業債２，４２０万円は

町負担分の震災復興特別交付税措置に伴い、それぞれ減額するも

のであります。また、４目教育債の学校給食センター建設事業債

１，３８０万円は国庫補助金の交付に伴い、減額するものであり

ます。 

３１ページから３３ページをごらんください。 

給与費明細書は特別職及び一般職の給料及び手当等の変更に

ついて示したものであります。 

３５ページをごらんください。 

地方債に関する調書は１件の借入限度額の変更と２件の廃止

を反映させた起債元金の増減見込額と年度末の現在高見込額を

示したものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑は事項別明細書により行いま

す。 

第１表歳入歳出予算補正のうち歳入全款についての質疑を行
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います。３ページから８ページまでです。 

質疑ありませんか。 

６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

それでは、歳入の３ページ、歳入１款町税ですけれども、町民

税の個人分が補正額７，５００万、それから固定資産税で５，５

９０万、併せて１億３，０００万近い補正になっていますが、こ

れらはどういうふうな形で増額になったのか、申告があって課税

した等何か漏れがあったのか、この点についてちょっとお聞かせ

をいただきたいと思います。 

それから４ページの地方交付税についてでありますが、これに

ついては算定があって確定したものというふうなことで今、補正

になっているわけですけれども、金額的にいきますと、約２億８，

０００万、この大きい額が今、補正に上がってくるわけで、これ

らはもっと早めに財源として補足できれば、いろいろな意味で資

金繰りとか、さまざま事業充当とか、そういうふうなものにもっ

と効果が生まれてくるんじゃないかと思うんですけれども、今の

仕組みの中では、もうこれ以上前に計上するというふうなこと

は、見込み当初とかそういうふうなもので上積みをして見込みを

するというふうなことは、なかなか容易でないというふうなもの

なのか、これをひとつ説明をいただきたいと思います。 

それから７ページですが、１９款の繰越金、１億２７万２，０

００円、２７年の決算を見ますと、３億幾らの繰り越しになって

いまして、その中で財源がついた繰り越しが１億幾らですね。実

質積み立てがあって、実際に使える繰越金というのは１億しかな

いわけですね。これらは財政的に健全的に運営をするに、これで

本当にいいのか。特定財源が入った繰り越しになって実際に使え

る金というのは、この１億しかない。決算を見れば３億も、これ

だけ金があるんだというふうな、普通の人だとそう理解すると思

うんですけれども、中身を分解してみれば、実際に１億しか一般

財源として使えないというふうなことになっているわけで、これ

らについてはもっと繰越金をいろいろな意味でふやす手順、そう

いうふうなものがないのか、この点についてお聞かせいただきた

いと思います。 
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 馬場議長 税務課長。 

 

答弁 税務課長 

（小向仁生君） 

まず１点目の町税、固定資産税の増額理由についてを私のほう

から説明いたします。 

まず町民税については、当初予算、平成２７年の１１月の時点

で徴収見込みとして予算を立てたところであります。よって、手

堅く立てているということであります。 

それに加えて今回、先ほど平野議員からもありましたように、

申告の結果を受けて普通徴収分についてが非課税者が減って納

税義務者が３６０人ふえたことに加え、さらに全体的な所得の底

上げが図られたと。 

それからもう１点、野菜農家による２７年農業所得の増加が見

込まれて町民税が上がっております。また特別徴収分についても

今まで普通徴収であったものが特別徴収に変わったということ

で、全体的に増加をしているという状況であります。 

あわせて固定資産税になりますけれども、先ほどの町民税と同

じく２７年の１１月時点で手堅く予算を立てておりました。 

その結果、今回、土地分については農地等から宅地化された分

を計上しております。家屋分については２５年、２６年の全戸調

査による新しく課税された分が下田地区６５棟、百石地区が９０

棟ありまして、その課税分が見込まれました。 

また、新築住宅を１００棟見込んでおりますけれども、その評

価が当初１件当たり４００万円、これから６００万円に引き上げ

られた分であります。 

さらに償却資産の分がありまして、１つには当初、景気の悪化

に伴う５％減収で積算をいたしました。ところが、その後、大型

太陽光パネル１３施設の設置、それから新規事業者の個人が３

件、法人が１４件の増加。さらには継続事業者の償却資産の増設

が５施設ほどありましたので、このように今回、増額で見込んだ

ところであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長 企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 それでは、お答えいたします。 
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（成田光寿君） まず４ページ、普通交付税のところでございます。 

普通交付税の予算措置の考え方でありますが、当初予算では昨

年度交付実績をもとに計上するようにしてございます。ちなみに

昨年度実績の交付税の額を申し上げますと、３２億６，７００万

程度になってございます。これを大体目安にして多少加味して今

回の当初予算では３３億７，５００万という形で計上してござい

ます。 

それから７ページ、繰越金の考え方でございますが……。すみ

ません、先ほど地方交付税の算定についてもう少し早めにできな

いかということでございますが、いかんせんこちらの財政当局に

おきましても昨年度実績をもとに、なるべくかために積算してご

ざいます。あまり余裕を持った財政運営をしますと、積算の仕方

をしますと、後々健全財政を運営していくにも、なるべく手がた

めにして積算していきたいと思ってございます。 

あと交付決定の時期も最近、すみません、交付税の決定が７月

２６日に来てございますので、今回の補正となってございます。 

それから前年度繰越金の考え方ですが、一般会計の決算書の１

５６ページに実質収支に関する調書がございます。この中に翌年

度へ繰り越しすべき財源ということで約１億２，０００万ほどご

ざいます。こちらは２７年度予算の中で次年度へ繰り越すべきも

のという形で財源という形で予算措置してございますので、この

分は２８年度へ繰り越しして執行することで仕方がないのかな

と思っております。 

その結果、実質収支が２億２，０００万ぐらい、そのうちの１

億２，０００万を財政調整基金に繰り入れして、残りの分を前年

度繰越金へ充当したというものでございます。 

以上です。 

 

 馬場議長 ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

税のほうについて、それなりに根拠が示されて、なるほどなと

いうふうなことで理解ができました。ありがとうございます。 

交付税についても算定が７月に決定をされているというふう

なことで、私はなぜこの金額に対して質問するのかといいます

と、当初予算のほうの計上することによって財源が、ある程度一
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般財源が多いと、いろいろな事業対応ができるわけですから、今、

四半期、あと半分ですよ。このときにこの金額が浮いてきても充

当する事業とかそういうふうな予定がないものについては、結局

基金とかそういうふうなものに戻入れをしたり積み立てをして、

予算の事業効果を上げる部分というのは減るのではないかとい

うふうな思いがあって質問しているわけで、この辺も編成時につ

いては心してひとつ臨んでほしいと思います。 

それから同じく繰越金についても、確かに２億２，０００万の

うち１億２，０００万特定財源として積み立てをするわけですか

ら、それが残っていくわけですね。ですから、そういうふうな意

味では２８年に使える金というのは、自由に使える金は１億しか

ないわけですよ。１００億の予算に対して、決算に対して１％で

すよ。私はもっと弾力的な運用をするためには、これが３億なり

４億ぐらいあって、いろいろな災害発生時とかそういうふうなと

きにも素早く対応できるというふうな財政運営をしていくとい

うふうな考え方からいったら、この金額でいいのかというふうな

ことで質問しているわけですから、この辺については課長が金額

の中身だけを説明していますので、私は運営上の基本的な考え

方、これらを確認をしたいというふうなことでありますので、今

一回お願いします。 

 

 馬場議長 企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

それでは、お答えいたします。 

まず実質収支の精算の考え方でありますが、この中で２７年度

決算したところ、実質収支が２億２，０００万ぐらいでございま

した。そのうち２分の１以上は財政調整基金のほうに繰り入れす

るということで地方自治法の中に規定で定められておりますの

で、その結果１億２，０００万を基金積み立てしたものでござい

ます。この辺につきましては歳入歳出の決算した結果を見た上で

の措置でありますので、その辺はご理解いただきたいと思いま

す。 

ただし、平野議員のおっしゃいましたご意見等は今後の財政運

営のほうに生かしていきたいと思っております。 

以上であります。 
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 馬場議長 ほかに質疑ありません。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、歳入全款についての質疑を終わります。 

次に、歳出についての質疑を受けます。 

第１款議会費から第６款農林水産業費までについての質疑を

受けます。９ページから２０ページです。 

質疑ありませんか。 

６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

私は、総務費に該当すると思うんですけれども、先般『東奥日

報』に載っていました三沢市ソーラーシステムメンテナンス事業

協同組合がおいらせ町に固定型水素ステーションを開設すると

いうふうな記事があります。これについては来年の３月の末完

成、４月以降の稼働を目指すとありまして、協同組合ではホンダ

が今年３月に発売を始めたＦＣＶクラリティー、車を１台導入す

るとありますけれども、当町にステーションができますと、どの

ような効果を期待するのか。 

また燃料電池車も当町でも導入してステーションを利用して

いくのか、この点についてお聞かせいただきたいと思います。 

 

 馬場議長 商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（松林光弘君） 

お答えします。 

水素ステーションについては、当課において相談にみえられま

した。町として協力していただきたいという点については、財政

とか、そういう点についてはありませんでした。 

何で来たかといえば、水素ステーションを今後開発した場合、

まず今後１０年から２０年復旧するまでかかりますけれども、民

間から試していって、そのとき公的機関にそういう車等を導入。

一番大きい相談は、その水素ステーションによっての環境に与え

る影響、二酸化炭素が発生しませんよという教育的観点から子ど

もたちにそこのステーションを研修、勉強の場に何とかそこを使

ってもらえないかという相談で、そういうのであれば町としても

大いに教育委員会と協議しまして、学校と協議しまして、そうい
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う時間等を設けていきますよというお話、相談に来られまして承

諾した次第であります。 

以上です。 

 

 馬場議長 ６番さんに申し上げますが、２８年度補正予算に関連する質問

に限っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

補正に関連してというふうなことですが、そうすれば、こうい

うふうな町の施策にかかわる分、そういうふうなのは予算に関係

ないものは質問できないというふうなことですか。まず一つ確認

します。 

 

 馬場議長 ただいまの案件は議案８２号についての質疑を受けているわ

けでございますので、その範囲の中での質問のみ受けたいと思い

ます。 

全般に係る質問については一般質問なりで質問いただきたい

ものだと思っております。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

私は予算にかかわる、これから予算をとるかもわかりません

よ、こういうふうな質問をすることによって。町だって対応する

かも。ここに数字が出ないものについてはだめだというふうなの

であれば、私は甚だ疑問を感じますよ。町民が知りたい部分をこ

ういうふうな場でなければ質問できないわけですよ。そういうふ

うなこともありますので、私は改めてここの部分については疑義

があります。 

予算的に科目があって、この予算というのは目的があってちゃ

んと性質別で分かれているわけですから、その目的の部分につい

て質問しているわけですから、予算計上があろうがなかろうが、

私は質問できると思いますよ。 

 

 馬場議長 今回の案件は２８年度補正予算についての質疑を受けている

わけです。 

 

質疑 ６番 じゃあ、私がこれから質問しますけれども、これについても議
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（平野敏彦君） 長はどう判断するか。大規模災害での弱者の受け皿として町は福

祉避難所の確保をしているというふうなのがあります。この福祉

避難所の場所、名前、これをひとつ教えていただきたいのと、そ

れから運営マニュアルがまだできていないというふうなことで

すから、これらはどういうふうな形でいつごろできるのか、これ

についてお知らせをいただきたいと思います。 

それからもう１点、きょう９月６日、２日間八戸で黒ニンニク

の世界サミットが開催をされております。これについては新聞等

でも出ていますけれども、当町の情報発信、産業振興、いろいろ

な部分でおいらせ町を世界にＰＲしているというふうなことか

らいいますと、これまでこのサミットに対して町はどのような支

援をしたのか。それから、これからの支援の仕方、これらについ

て町長がどういうふうに考えているか、これについてお聞かせを

いただきたいと思います。 

 

 馬場議長 介護福祉課長。 

 

答弁 介護福祉課長 

（倉舘広美君） 

福祉避難所についてのご質問にお答えいたします。 

町外で福祉避難所を指定されておりますのが２５カ所ありま

す。これは介護施設と障害者施設、障害者施設は１カ所ですけれ

ども、あとは介護施設、デイサービスとか特養とかグループホー

ムでありますとか、そういったところであります。 

この締結は平成２５年に締結いたしまして、今回初めて避難所

開設をお願いしたところでありますが、詳細なマニュアル等につ

いては、正直申し上げまして、できておりませんでした。今回、

当日午前中、課内で相談しまして、これは必要だと、初めての対

応になるけれども、やりましょうということで、その日の午後か

ら各指定している避難所に連絡しまして、ケアマネジャーを通じ

て一人暮らしの高齢者の方、自宅を回っていただいて、１人では

ちょっと不安で夜を過ごせないというような方がいましたら自

分のところで預かってくださいというお願いをしまして、全部で

１４名ほど今回対応いたしました。 

以上であります。 

（聴取不能）ましたけれども、マニュアルですけれども、今回

初めての対応でいろいろと反省点ありました。町としてもありま
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すし、あと避難所、介護施設の職員の人たちも初めての対応で戸

惑ったというお話を聞いていますけれども、その反省点を踏まえ

て、これからマニュアルをつくっていきたいと考えております。 

以上です。 

 

 馬場議長 ほかに質疑ありませんか。 

商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（松林光弘君） 

黒ニンニクの関係について答弁いたします。 

きょうとあした、八戸市でサミット黒ニンニクサミットが開催

されておりまして、町のほうからも職員５名、ブランド推進協議

会委員２名で町長は夕方から参加、私も議会がなければ参加した

いところでありましたが、議会に出席しております。 

財政的な支援でありますが、現在のところ財政的な支援という

ものはございません。 

しかし、６次製品という販売等促進のための支援はしておりま

して、１企業４製品につきましてはブランド推進協議会の認定品

として、ふるさと納税の返礼品のセットとして全国に発信してい

るところであります。 

今のところの支援は以上のことであります。 

以上です。 

 

 馬場議長 総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（小向道彦君） 

財政的支援の一つですけれども、総務課のほうで広告協賛とい

う形で支援のほうをしております。 

以上であります。 

 

 馬場議長 町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

私からも、少し補足させていただきたいと思いますが、大変意

義ある世界黒ニンニクサミット、きょうとあすやるわけでありま

すが、大々的な催し、行事であります。今、黒ニンニクは私ども

の町からの発信みたいなものでございまして、大変、黒ニンニク

は好評を博しておりまして、世界各国に行っております。新聞で
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見たとおり２５カ国まで行っているようでありますし、青森県全

体として大きな取り組みをやっていこうということでの黒ニン

ニクの魅力というものが議論されていっていますが、話し合われ

て宣伝されるようでございますので、町としても、ここにつくっ

ておられる業者がおられますので、大々的に東南アジアを初め世

界各国に行っているようでございますので、町としてできること

は支援してやっていきたい。地元の企業を元気にしていきたいも

のだというふうに思っております。 

 

 馬場議長 ほかに質疑ありませんか。 

５番、田中正一議員。 

 

質疑 ５番 

（田中正一君） 

１９ページですけれども、６款農林水産業費のところですけれ

ども……。 

 

 馬場議長 田中正一議員、マイクを向けてください。 

 

質疑 ５番 

（田中正一君） 

すみません、どうも。県営奥入瀬川地区ため池等の整備事業費

の負担金ですけれども、１，２３０万、これはため池等できてか

ら３～４年たつと思うんですけれども、この負担金はいつまで負

担していかなければならないのか、そのところをちょっと教えて

いただければと思います。 

 

 馬場議長 答弁願います。 

農林水産課長。 

 

答弁 農林水産課長 

（西舘道幸君） 

整備事業につきましては、ちょっと年度のほうはきょう資料を

持ってきておりませんで、後刻報告したいと思います。 

 

 馬場議長 ５番。 

 

質疑 ５番 

（田中正一君） 

さっきも言ったと思うんですけれども、いつまで負担していか

なければならないのか。これはおいらせ町ばかり負担しているの

か、また六戸等もやっているのか、これは十和田流域から来てい

ると思うんですよ。だから、そのところも改良区自体もちょっと
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教えてもらえればと思います。じゃあ、後でお願いします。 

 

 馬場議長 ほかに質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、第１款から第６款までについての質疑を終わりま

す。 

次に、第７款商工費から第１０款教育費までについての質疑を

受けます。２０ページから２９ページまでです。 

質疑ありませんか。 

７番、 山忠議員。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

まず１つ目は、２３ページ、９款消防費の区分１９、防災士育

成事業負担金５０万についての、これは資格を取るためのそれな

んでしょうか。それをまずお聞きしたいと。 

それからもう一つ、２９ページ、教育費１０款教育費でありま

す。５項保健体育費２目１３節委託料の測量設計等委託料９００

万とプール建設工事の実施設計委託料２，６００万について質問

をいたします。 

この件についてちょっと長くなると思いますけれども、今まで

総務文教常任委員会では調査をし、そして全員協議会において協

議されてきた案件であり、審議経過により参加され、計上されて

いると考えております。 

私としては、建設には異論はありません。が、場所について、

どうしても異論があることから再度基本的な考えを確認をした

いと思います。その確認によって賛否の判断材料にいたしたく思

います。 

そこで、ちょっと長くなりますけれども、次のことを質問いた

します。質問事項が１６項目となります。ゆっくりとお話ししま

すから、書き留めてご返事くださるようにお願いします。 

まず１として、このプールの主な目的は何ですか。 

２として、建設規模と建設予算は幾らですか。 

３として、学校に建設した場合の予算は幾らと考えますか。 

４として、冷水ですか、温水ですか。 

５として、利用期間は何日ですか。利用時間割合はどのように

なりますか。 
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６として、利用者の年齢別割合はどのように考えていますか。 

７として、利用料金をどのように考えていますか。 

８番として、同時に利用できる人数は何人ですか。 

９番ですが、児童生徒がメーンとなると考えられますが、その

送迎方法と利用時間の調整をどのように考えていますか。いいで

すか、ここまで。 

１０項目になります。現計画プールと学校プールを設置した場

合の維持方法と管理費の比較はどのようになりますか。 

１１です。現計画プールの営業中に不具合が生じたときの対応

はどのようになりますか。 

１２、完成したならば既存使用のプールをすぐ廃止しますか。 

１３、現計画の建設場所のふるさとの森広場の将来像をどのよ

うに考えていますか。 

１４、町長のマニフェストに町民プールをうたっていますか。 

１５として、今後利用する児童生徒の減少は当町も割けられな

いと思います。学校へ設置するプールは大きくつくる必要はない

と考えます。小さいものを数カ所につくる方法もあるかと考えま

すが、いかがですか。 

そして最後になりますが、１６として町民プールのニーズにつ

いて、どう捉えていますか。 

以上長くなりましたが、ご答弁をよろしくお願いいたします。 

 

 馬場議長 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課

長 

（田中貴重君） 

ただいまの 山議員の質問にお答えいたします。 

まず２３ページの１９節負担金補助金交付金の防災士育成事

業費負担金でありますけれども、こちらは東日本大震災復興推進

基金を使って防災士を育成するためのものです。今年の人数、募

集した結果、９人が応募しております。 

以上であります。 

 

 馬場議長 社会教育・体育課長。 

 

答弁 社会教育・体育課長

（柏崎和紀君） 

それではお答えいたします。 

まず現在計画している町民プールの主目的ということでござ
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 いますが、町民プールの活用、目的としているものでございます。 

まず学校プールとしての活用、これは現在、学校プールがない

百石、甲洋小学校、そして、ほかの小学校でも老朽化が進んでき

ているということから、それらが使用できなくなった際に授業等

で活用できるものをということでございます。また水中運動等に

よる町民の健康づくりの活用、これは現在、町が掲げております

健康長寿青森県一への取り組みの一つにもなろうかと思います。

そして、さらに中学生や家族連れ、子供会など夏季の身近なレク

リエーションとして町民交流の場としての活用、この３つの柱を

目標として掲げてございます。 

次に、規模、予算でございます。 

現在想定している建物は９５１平米、メーンプールが３２５平

米で水深を小学校低学年、それ以外の利用者を想定したものと２

段階にしたもの、さらに幼児、それより浅い部分で幼児のコーナ

ーを設けるような想定をしたつくりでございます。 

予算額概算につきましては、建物本体工事に３億６，７００万

円、外構工事等に６００万円、その他調査設計等合計で４億２，

４００万円程度見込んでございます。 

次に学校に建設した場合の費用はということでございます。 

こちらのほうですけれども、これまで甲洋小学校にありました

プール、水位面積が４００平米程度でございました。現在、町民

プールに想定しているポリカーボネートの上屋根をこれにつけ

て想定した場合でございますが、建設費で約２億６，０００万円、

そのほか調査設計等合わせて２，１００万円、合計で約２億８，

０００万円程度と想定してございます。 

次に、冷水か、温水かということですが、プール本体の水は冷

水、そしてシャワーについては温水使用とする予定にしてござい

ます。 

次に利用期間及び利用時間ということですけれども、利用期間

につきましては６月から９月までの約４カ月間、利用時間につき

ましては、一応９時から午後８時程度までをただいま想定してご

ざいます。具体的なことにつきましては、今後検討してまいりた

いと思ってございます。 

次に利用者の年齢別割合はというようなご質問だったと思い

ます。 
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こちらのほう、具体的な年齢別の利用者割合については、申し

わけございませんが、今のところ分析できてございません。 

ただ、以前、平成２７年度、昨年度ですけれども、当町と同じ

ようなプール、六戸町のほうに上屋をつけたプール、冷水式のプ

ールを設置してございます。六戸町のほうにちょっと確認をした

ところ、学校での授業での利用を含む小学生の利用、そして、そ

れ以外、幼児から中学生、さらに一般といった形になろうかと思

います。それらの利用者の割合について、ちょっと確認しました

ら、開館している２カ月で合計約３，５００名程度の利用がある

ということでございました。そして、それの中の小学生、学校の

授業を含む小学生の利用が約１，７８０名、それ以外、幼児から

一般ということですけれども、それが１，７３０名と約五分五分

の利用でございました。 

その結果が当町にも直接当てはまるかというと、ちょっと疑問

はあろうかと思いますが、六戸町も体育協会など水泳の加盟協会

等はないということで当町とも似たような部分がございますの

で、ここまで５割５割とはいかないまでも、こういった状況なの

かなというふうに想定はしてございます。 

利用料金についてでございます。 

今後、町の状況等、例えば健康づくりとかそういった施策等も

加味しながら、またほかの市町村の事例も参考にしながら検討し

ていくことになろうかと思います。 

ただ、学校の授業での利用とか現在学校のプール、小学生が使

っているわけですけれども、そういった開放で無料となっており

ますので、その辺は十分に考慮して検討していきたいと考えてお

ります。 

次に、同時に利用できる人数はということでございます。 

こちらのほうですけれども、プールの計画、需要予測といった

ものがございます。これは都市公園技術標準解説書というところ

で大体プール一人当たりのプールの専用面積は２平米から３．６

平米程度という想定をしてございます。それからいくと、当町予

定しているプール３２５平米、大きいプールの部分ですね、本体

プール、ですので、おおよそ１００人から１５０人程度が同時に

利用できるのかなということで計算できるかと思います。 

１つ飛ばさせていただいて、次に送迎と、その時間調整という



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－３３－ 

ことで、送迎のほうは担当課長のほうから、学務課が担当になり

ますので、ちょっとそちらのほうから答弁することになりますの

で、こちらのほうは利用時間の調整ということで。 

利用時間の調整につきましてですけれども、ほかの市町村のほ

うでは平日は午前から午後の早い時間までを学校の授業のほう

に充てたりして運用をしているようでございます。そういった方

法を含めまして学校側の水泳授業の予定をあらかじめ把握して

調整していきたいと考えております。 

ただ、土曜日、日曜日あるいは学校の夏休み期間は児童生徒も

一般も関係なく利用していただくようなことを考えてございま

す。 

次に町民プールと学校プールの維持管理方法と、その経費とい

うことでございます。 

まず町民プールについてでございますが、業者への委託あるい

は指定管理者制度の方法を今、検討している途中でございます。

それらを含めた維持管理費用は年間約１，２００万円程度想定し

てございます。また、学校プールにつきましては、設置されてい

る学校が管理し、新たに建てると想定した、先ほど申し上げたプ

ールの場合ですと、１校で年間、約３００万円程度経費がかかる

ものと想定してございます。 

次に、プールに不具合が生じた際の対応はということでござい

ます。 

不具合の内容、状況にもよりますけれども、基本的には設置す

る町、教育委員会がその都度対応することになろうかと思いま

す。 

町民プール完成後の既存プールの廃止については後ほど答弁

させていただきます。 

ふるさとの森計画も後ほどということでお願いします。 

では、学校の小さいプールについても、申しわけございません、

後ほどということで、最後の町民プールのニーズについてどう考

えるかということでございます。 

先ほども六戸町の例ということで上げさせていただきました。

小学生以外の利用者の割合も多かったことから、当町でもそのニ

ーズはあると思ってございます。また、現在の町の後期総合計画

策定の際の町民アンケート調査でも直接プールの整備といった
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限定されたわけではございませんけれども、スポーツやレクリエ

ーション活動、そのための施策充実に対する意識や要求などに関

心が高いと思われる調査結果も出てございます。 

さらに昨年、町内の小中学校に行いましたアンケート調査の結

果でございますが、今現在、町内の中学校では学校の授業で水泳

の実技は行っておりません。ただ、仮に町民プールができた場合

には３校中２校が水泳の授業を実施したいという回答をいただ

いております。 

そして、これは余談になるかもしれませんけれども、毎年町内

の小学校６年生の代表者によるミニ議会というものを開催して

ございます。これは各学校で町への要望事項等話し合って質問を

考えてくるというふうに伺っておりますが、ここ４～５年毎年の

ようにプールをつくってほしい、子どもや地域の人たちが利用で

きるようなものが欲しいといった要望が多数上げられてきてお

ります。特に今年は新聞でプールを建設するといった記事を見た

けれども、いつできるのか、早くつくってほしいといった要望も

受けてございました。こういったことからも町民プールのニーズ

はあると考えております。 

私のほうからは以上です。 

 

 馬場議長 企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

私のほうからは、ふるさとの森に関することと、あと町長公約

に関することを答弁したいと思います。 

まず、ふるさとの森に関することでございます。 

ふるさとの森といいますのは、下田公園の東側の町有地のこと

を言いまして、実は合併する前の下田町において、その辺一帯を

ブナ、コナラ等を植栽し、さらには図書館、文化交流施設等を誘

導配置して事業費２０億を超える壮大な構想でありました。 

その後、現在ある農業改善センターとか、ふるさとの森イベン

ト広場等を設置したものの、その後は整備も進まなく現在に至っ

ているものであります。 

合併後におきましても事業費が大変大きいということ、それか

ら図書館等の類似施設もありますので、特段計画を進める議論も

なく、現在に至っております。 
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ただし、公園に隣接する町有地でございますので、必要に応じ

て関係課で協議しながら、いろいろな施設の誘導、それからお金

をかけないように植栽等進めていこうということで関係課の中

では方向性を一応協議しているところでございます。 

それから２つ目の町長公約に関することでございます。 

議員おっしゃるとおり、確かに町長公約の中には学校プールの

整備推進という形で掲げてございます。ただし、これまでの議論、

それからメリットが多い等々含めまして総合的に判断いたしま

して、今のところは町民プールで進めるということで今に至って

いる状況であります。 

以上であります。 

 

 馬場議長 学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（泉山裕一君） 

私のほうからは送迎のことと、あと既存のプールをすぐ廃止す

るかというのと、あと学校に小さいプールでもいいからつくると

いう方法もあるのではないかということに答えさせていただき

ます。 

まず一番先に送迎に関してみれば、行事用スクールバスを活用

していきたいと思います。不足が生じた場合は町委託バスの活用

を考えるという形になります。 

続きまして、既存のプールをすぐ廃止するのかという形になり

ますけれども、できるだけ活用していきたいと思っております。 

それから小さいプールを学校につくっていく方法もあるので

はないかということに関してみれば、先ほどの答弁と若干重複し

ますが、なるべく学校のプールを使用していきたいと。そして、

どうしてもやはり使用できなくなった場合は町民プールの補修

をすることになると思います。 

以上になります。 

 

 馬場議長 ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

一生懸命丁寧な答弁をいただきました。ありがとうございま

す。 

まず最初に、消防のほうの関係のことだったのですが、消防士
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の関係、今まで何回か、３年か４年続けていると思うんですけれ

ども、何人になっていますか。そして、防災士の連合的なそれを

つくりませんかというような話が出たりもしたんですけれども、

それはどこまでどういうふうに進んでいるかというのを後で教

えてください。後でって今、今度は教育のほうで話をしますので。 

プールについてちょっとまた長くなるかと思いますが、私なり

に考えてきたことをこれから話しして、できれば学校にプールを

設けたほうがいいんじゃないかというふうなことを話ししたい

と思います。 

項目を挙げていろいろ話を聞きましたけれども、私の聞く範囲

の町民の意見を集約すると、どうしても建設場所が学校が一番じ

ゃないかというふうなことが話されます。私の持論としても、や

はり各学校に建設することに意義があると、そう思いますから、

これからそれについて説明をしていきたいと思います。やはりこ

の項目に基づいて私の反論になるかもしれませんけれども、私の

意見を述べたいと思います。 

まず１ですけれども、プールの主な目的は、私は子どもたちが

水に親しむ水泳教育の場であると考えられます。町民が利用して

くれるのであれば長寿に寄与すると思われるが、町の風土、町民

の社会性から望めないと思われます。町民の長寿に寄与したいと

考えるならば、それにかわる費用対効果のことを考えるならば、

割引券とかクーポン券を利用して隣接の温水プールの活用を進

めるほうが得策ではないかなと、そういうふうに思います。 

それから次に２番として、現建設予算は約４億２，０００万と

いうことですが、学校プールの場合には最初は２億８，０００万

というふうなことですが、総務文教常任委員会報告と当町の生徒

の減少を考えると上江別小学校を参考にするならば、私は１億円

前後でできるのではないか、そういうふうに考えます。 

それから３番目は今の学校のことで挙げましたので４番です

が、冷水か温水かですが、温水でないことが一般町民の期待を裏

切っております。ほとんどの人が温水であれば利用したいという

人がほとんどです。これについても財源上のことがあることから

望むことはできないと思います。これらを考えると、主に使うと

ころの学校が一番よろしいのではないかというふうに考えます。 

そして５ですが、利用期間ですが、６月から９月というふうな
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ことで限られております。そしてまた、生徒の利用時間は、恐ら

く１日のうちでも集中するのではないかなと、そういうふうに思

います。１００人前後より使えないというふうなことであれば、

やはりそれらを調整しなければならない煩雑さが出てくる、そう

いうふうなことを考えると、自由な時間に使える学校プールであ

ったほうがいいのではないかと、そういうふうに思います。 

また町民が利用する時間は夕方に主にはなるだろうと思いま

す。そうすると、夕方の時間帯というのは忙しい時間帯でもある

わけですね。それに温度が夕方になっていくと自然温度を使うこ

とになるから水の温度は下がっていくだろうと思うんですね。ま

すます使いづらいことになるだろうと思います。 

６番目として、利用者の年齢層は恐らくさっきのデータのそれ

らを入れると確かに５０％・５０％と言いますけれども、９０％

以上が児童生徒、子どもであろうと考えます。それらのことを考

えるならば、やはり使う者の身近なほうにあったほうがいいと、

そういうふうに思われます。 

そして７番ですが、やはり利用料は無料とするべきではないか

なと思います。町民の有料制とすることは、ますます町民の利用

率を下げると思われます。 

そして８として、現在の計画しているプールの集中人数です

が、さっきから話がありましたが、１００人程度ということです

が、恐らく各学校とも時間帯が集中するだろうと思います。それ

らの時間割的なことをいろいろやっていかなければならないと

いうので煩雑になっていくのではないかなと、そう思います。 

次に９ですが、各学校の送迎にかかる時間は私は４０分から５

０分はかかると思われます。この時間が今後の教育に影響すると

考えられます。その都度先生方も引率しなければなりません。そ

れが先生方の教育時間に影響し、ますます残業時間がふえること

になりませんか。 

そして１１ですが、管理費は学校プール３００万以下というこ

とで低額で済むことになります。 

そして１２として、私が言っているのはプールに不具合が起き

て休業のことを言っています。休業する状態になったときには、

結局は全校が使えなくなるということになるわけですね。そうす

れば、その間はどこかの施設を借りて利用しなければならないと
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いうふうなことにもなろうかと思います。 

そして１３として、計画プールの完成後、各学校のプールの廃

止することになると、地区住民からの存続の声がまた上がるので

はないかなと、そういうふうに思います。 

１４として、ふるさとの森広場の将来像をもっと慎重に考え、

虫食い状態の利用は考えものではないかなと。もしあそこにプー

ルをつくるのであれば、その隣にドームをつくって体育施設にし

ていくというふうな構想を持つのであれば私はいいのではない

かなと思います。 

あと町長のマニフェストは学校プールというふうなことであ

ったと思います。これはやはり最初に町長も学校にあったほうが

いいと、そう考えた結果であったろうと考えます。せっかくつく

るのであれば町民もというが、使用効果を考えた場合には、やは

り町長は考えは間違っていなかったと、そういうふうに思いま

す。 

このことを考えると、やはり町民のニーズでありますが、具体

的に要望等があっての計画とは私は思いません。必要性が見えて

いないと、そういうことから私は一番必要なところの学校に建て

ていただきたいと、それをお話しして、ちょっと長くなりました

が。 

あとの反対討論とかそういうふうなのはしません。言うだけき

ちっと言って、やはりみんな賛成じゃない、ただ、そういう反対

の話もあっているよというのだけはわかっていただきたいと、そ

ういうふうに思います。 

以上です。 

 

 馬場議長 答弁はいいですか。 

まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課

長 

（田中貴重君） 

一番最初の防災士についてご説明を申し上げます。 

まず防災士は地域の防災力を高めるために平成２６年度から

実施しております。今年で３年目であります。これまでの人数は

３２名が防災士の資格を取っております。 

その後の連合組織をつくる考えはないかというふうなことで

ございますけれども、来年の２月４日に防災士の研修会を開催す
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る予定であります。それで防災士の皆さんが集まるというふうに

思っておりますので、その研修を踏まえて協議をしながら進めて

まいりたいというふうに、考えてまいりたいというふうに思って

おります。 

以上です。 

 

 馬場議長 ここで先般の農林水産業費についての質問に対して農林水産

課長から答弁したいと申出がありましたので、これを許します。 

農林水産課長。 

 

答弁 農林水産課長 

（西舘道幸君） 

先ほど田中議員からのご質問にお答えいたします。 

事業費の負担割合のほうですが、国が５５％、県が２８％、市

町村が１７％となっております。 

事業期間につきましては、平成２５年から３０年度までであり

ます。全体事業費が１億２，０００万ほどです。関係市町村につ

きましては、十和田市、六戸町、八戸市、おいらせ町となってお

ります。 

市町村の１７％のうち、おいらせ町が７．７０１％負担するこ

とで、およそおいらせ町の負担総額につきましては、１億２，０

００万ほどになる見込みとなっております。南岸土地改良区の負

担につきましては、平成２５年度に８％の負担をしているようで

すが、２６年度以降につきましては、当該事業が震災復興対象と

なったことから改良区の負担がゼロとなっているようでござい

ます。 

以上で答弁とさせていただきます。 

 

 馬場議長 ほかに質疑ありませんか。 

６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

私は２点質問いたします。 

２３ページの消防費、災害対策についてであります。 

先般、台風が１０号が本県を通過しましたけれども、その際に

発生した防災林の倒木が民家に被害を与えております。二川目地

区ですけれども、確認をしたところ、その地権者が県管理ではな

くて個人管理だというふうなことで回答を得て、その対応の結果
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をちょっとお知らせをしていただきたいというふうに思います。 

それからもう１点、私も二川目町内会で自主防災組織の一員と

なっております。先般の台風が来た際に避難所を開設しますとい

うふうな放送がありました。私もその放送を聞いて避難所に鍵を

あけて受け入れ態勢をつくるのかなと思って行ったら役場の職

員がおりまして、もう鍵はあいていました。その後、町内の自主

防災組織の連絡、指示、全然ないというふうなことが、私、町内

会長に確認したらあったので、この自主防災組織と災害に対する

連携というのはどうなっているのか。私はおかしいなと思って二

川目の町内会のほうにも連絡を入れたら同じような形で、避難所

は役場のほうで開設をする、じゃあ、避難させる方法とかそうい

うふうなのはほとんどしなくていいのかというふうなこと。実際

に民生委員には何か連絡がいったというような話もあります。そ

ういうふうなものを連携する、町でつくっている自主防災組織を

結成しましょうというふうな呼びかけをしながら、そしてまた要

綱もつくっているわけですから、これらのつくったはいいが、全

然活用されないというのはなぜかというふうなので２点お聞か

せをいただきたいと思います。 

 

 馬場議長 農林水産課長。 

 

答弁 農林水産課長 

（松林政彦君） 

二川目地区の防風林の倒木のことで回答したいと思います。 

防風林の担当課ということで農林水産課のほうで倒木があっ

たということで話を聞いております。そうしたところ、防風林の

中でも民地と隣接している住宅地というふうなことで県のほう

に確認したところ、民地に立っている防風林については民地の所

有者のものであるというふうな見解で、民地の方が対応すべきも

のだというふうなことで県のほうから指示をいただきまして、そ

の所有者の方に撤去等についてお話をしたところであります。 

そうしたところ、所有者の方は何代か代がわりをしていて、防

風林の管理については県の指示がなければ木を切れないという

ふうに先代から言われているというふうなことで県の所有じゃ

ないかというふうな主張をしておりました。 

そうしたところ、県のほうに問い合わせましたら、県では民地

の管理は行っていないので個人でお願いしますということで、そ
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こがちょっと行き違いがあるようで、県の担当のほうには直接そ

れであれば本人のほうにその旨を伝えて対処するようにお願い

しているところであります。 

 

 馬場議長 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課

長 

（田中貴重君） 

平野議員の２点目のご質問にお答えいたします。 

平野議員のおっしゃるとおり、自主防災組織については、うち

のほうといたしましては、地域住民が協力して日ごろから防災力

を高めるというふうなことを考えておりました。今回の台風の自

主防災組織の指示・連絡については、おっしゃるとおり、うちの

ほうからはしておりません。これにつきましては、うちのほうと

しては、まだ内部マニュアルとかそういうふうな運営マニュアル

的な部分を作成していないというふうなこともありましたけれ

ども、今後、自主防災組織と連携をとるなり、場合によっては地

域の防災力をもっと高めるというふうな意識のもとに、自主防災

組織との連携や消防団との連携もとりながら今後見直してまい

りたい、進めてまいりたいというふうに考えております。 

以上です。 

 

 馬場議長 ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

二川目の一丁目から、特に三丁目にかけては民地の民家と共有

するところがあるわけで、私はなぜ、その対応が個人でなければ

だめだと県が言うのも私は疑問を感じるわけです。今までは、そ

の民地の部分も防災林としてずっと植栽して管理してきている

わけですよ。そういうふうにして何十年もたって今、大きくなっ

て倒木している、それから日が当たらない、いろいろなのが出て

いるわけです。今、災害があれば県は一歩引いている。町長、こ

れは町長が当たってほしい。今までの経緯を調べてみれば、ちゃ

んとこれは防災林として民地でも認知してきているんですよ、町

内会でも。これから、まだ被害を受ける場所があるんですよ。こ

れはやはり行政のトップとしてぜひ県とも交渉して、少なくとも

民地であろうが、今までの役目を果たしているものについては県

なりそういうふうなものでちゃんと対処してもらうというふう
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なことで町長からぜひ県のほうにも強力に働きかけをしていた

だきたいというふうにお願いをするものです。 

それから、自主防災組織ですが、私らも避難訓練とかさまざま

やっているわけです。ああいうふうに台風の場合は時間がたって

くれば、高齢者世帯、それから独居老人、避難させれないんです

よ。雨が降る、風が強い。あのリヤカーでどこに引っ張ってきま

すか。もっと早めに指示をする、それからリスト、そういうふう

なものも自主防災組織に、まず一番先にここを避難させなさいと

か、そういうふうなものがなければ、ただ組織して設備だけ用意

しても意味ないと思いますよ、私は。 

例えば田中課長のところだけではなくて、いろいろな関係課の

ほうから情報をとっているわけですから、それらも少なくとも町

内の自主防災組織の資料として共通のものを提供しながら、お互

いに行政と一体となって対応するというふうなものをつくり上

げてほしいというふうに思います。 

これからまだまだこういうふうな機会があるわけですから、私

らも訓練をして精度を高めていきますし、地域的に、ここは１人

しかいない、ここは２人でも私らみたいに高齢者で用が立たない

ので避難できないとか、マップをつくってやっていければいいと

思いますので、ぜひこの辺も改めてお互いの庁内の中で認識をし

て横の統一をして対応してほしいと思います。 

終わります。 

 

 馬場議長 ほかに質疑ありませんか。 

１４番、松林義光議員。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

２６ページに百石中学校講堂設計委託料が載っております。百

石中学校の改築する際、現在の場所に建てかえするのか、場所を

移転して建てかえするのか、それがまず第１点。 

それから、この測量設計と委託料３，０００万、測量ですよ、

実施設計委託料ではなくて測量のほうで３，０００万、それから

プールも測量設計と委託料９００万、かかるなと思っております

けれども、この内訳をまず教えてください。 

それから、これは若干の関連質問になると思いますけれども、

議長がだめと言えばやめますけれども、きのう一般質問がありま
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した。町長からお伺いしますけれども、屋内ドーム、もうぼちぼ

ち結論を出してもいいのではありませんかと、町民の意向だよと

いうふうに質問しました。そうしましたら、町長は、もう町民、

議員の心はわかっていると。来年度の予算に何とかすると。平野

議員は調査研究費、予算計上すべきであると、こういうふうにお

話ししました。 

もう一度確認します。来年度の予算に、新年度予算に屋内ドー

ムの予算計上、調査研究費を予算計上するのかしないのか、そこ

を確認の意味を含めてお聞きしたいと思います。 

それから教育委員会のほうに、もう１点お伺いします。 

木ノ下小学校、ほかの学校はちょっとわかりません。木ノ下小

学校の公衆電話が３月に撤去されたそうであります。学校側では

反対したそうですけれども、ＮＴＴは利用する回数が少ないとい

うふうな話だそうであります。小学生は携帯は恐らく自粛、持た

せないようにしていると思います。学校側は反対したそうでござ

いますけれども、結果的にはＮＴＴの所有でありますので、致し

方がないということになったようですけれども、木ノ下小学校以

外はわかりません。木ノ下中学校にはまだあるようであります。

ピンクの電話といったか、あるそうです。教育委員会としては、

この件についてどのように考えているのかお伺いいたします。 

 

 馬場議長 答弁願います。 

学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（泉山裕一君） 

まず１番目に百石中学校の講堂の建てる場所はどこかという

ことですけれども、今現在の体育館の西側のほうに町有地がござ

います。そちらのほうの一部を活用して建設をしたいなと考えて

おります。 

２番目にプールとの測量委託の予算がかなり差があるので、内

容はということになりますが、基本的には測量業務といたしまし

て、まず一番最初は面積が違います。プールのほうは０．４ヘク

タール、それから講堂のほうは１．２ヘクタールという面積の要

件が１つです。 

２つ目といたしましては、用地測量が町の土地とはいえ、用地

を測らなければなりませんので、そちらのほうのお金がかかって
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いると。 

次に、外構側の設計のほうに関してみますと、用途地域の違い

があります。 

まず１つは、プールのほうは白地ですので、基本的には白地で

あるということと、あとそれから百石中学校のほうは、どうして

も調整区域であるので開発行為の申請業務が出てきます。ここの

ところが非常に大きい差になって出てきております。あと外構設

計する面積も違いますし、それから開発行為となりますと校地全

体で全部計算したり図面をつくったりしなければなりませんの

で、そこの影響が出てきております。 

もう一つが、地質調査がございますが、地質調査のほうは結局

深度によって違いますので、百石中学のほうが若干浅めになって

おりましてプールのほうが高くなっております。 

それから、もう一つ、公衆電話の話がありますけれども、確か

に公衆電話、百石小学校が先に取られてしまいました。よくご記

憶があると思いますけれども、公衆電話から女性等が電話をして

助けてもらったというのがありますので、私ども教育委員会とし

ても、電話自体を取られていくというのはＮＴＴさんの事情です

ので、今度私どものほうが改めて設置するということに関しては

買い取ってしまうという形になるかと思います。その辺は前向き

に検討させていただきたいと思います。 

以上になります。 

 

 馬場議長 町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

ドームの件についてご答弁をさせていただきたいと思います。 

私の公約の中には屋内ドーム、これは調査研究ということで載

せてあります。しかし、２年過ぎまして、もう３年目になるわけ

でありますけれども、ドームに対する町民の期待と各団体、それ

から町議会の皆々様、全員がぜひ早くというふうな要望という

か、力を感じます、エネルギーを感じますので、平野議員に答弁

いたしましたように、新年度予算に調査設計というか、調査とい

うことでの予算を計上する方向でスピードを上げたいというふ

うに考えております。努力したいと思います。 
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 馬場議長 １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

この講堂、西側の更地、空き地があると。そこに講堂を新たに

建てますよと。ということは、授業には影響がないということに

なろうかと思います。これは渡り廊下で、ちょっと場所はわかり

ませんから、この西側に建つ場合には渡り廊下でつなぐというこ

とになるわけですよね。 

それから公衆電話、先ほど何か公衆電話して女の子が助けても

らったというふうな事例もありました。親御さんが、おじいちゃ

んの話だったんですけれども、非常に困っていると。何とか役場

でしてもらえませんかというふうな話です。所有者はＮＴＴ、詳

しくは恐らくおじいちゃんはわからないと思います。だけども、

何とか対応してくれませんかというふうに頼まれましたので、教

育委員会のほうでももう一度、まず検討するということですか

ら、十分に検討してもらいたいと、こう思います。 

それから先ほど町長は町民の期待があると、屋内ドーム。うそ

をつかない町長ですから私も期待して待っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

 馬場議長 学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（泉山裕一君） 

つなぎ方ですが、渡り廊下で検討しております。 

以上になります。 

 

 馬場議長 ほかに質疑ありませんか。 

１１番、西館芳信議員。 

 

質疑 １１番 

（西館芳信君） 

私は、プールに戻りまして２点お願いしますが、７番議員の先

ほどの長い発言がありました。この内容について云々ということ

はありませんが、議会として今までいろいろな委員会等としてす

り合わせをしてきたんだけれども、今、予算がこういうふうに計

上されている段階で、これだけ個々の議員に認識の乖離があると

いうのを認識しました。果たして今、よしあしを決めてもいいの

かなというふうに感じたところです。 

それはそれとして２つということで、１つは、先般、総務民生
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常任委員会のほうから教育長宛にか、あるいは私どもの内部だっ

たかもしれませんが、報告書という形でプールの形態、それから

建設の方式、財政的には３億円程度の予算が好ましいのではない

かということで何点かの報告ということでまとめたわけですけ

れども、あれは私たちの提案だったというふうに思っておりま

す。今回ここまで来るに、あの私たちの報告、実は提案がどの程

度教育委員会のほうで考慮していただけたのか、教育長に、まず

それを１点お聞きします。 

それから２点目は、今、松林議員も質問しましたけれども、プ

ールの測量費、それから設計の委託料、４億２，０００万という

ふうな数字が出ましたけれども、実際に設計がかかるところは３

億６，０００万ではないのかなというふうに私は思っておりま

す。開発行為が高いんだとか何とかというふうな話がありました

けれども、３億６，０００万の中で、ここに単純に数字が計上さ

れているのが３，５００万、ほとんど１割に近い設計料というこ

とになりますが、これが昨今の相場なのか、内容ということで松

林議員は言われましたけれども、どういうふうな基準でもってこ

れが提示されているのか。 

以上２点お願いします。 

 

 馬場議長 １１番議員に確認しますけれども、質問の前段で総務民生常任

委員会というふうにおっしゃいましたけれども、総務文教常任委

員会に訂正ですね。 

それでは、答弁願います。 

教育長。 

 

答弁 教育長 

（福津康隆君） 

それでは、お答えいたします。 

答申を尊重しているかということですが、十分尊重してやって

おります。金額のほうが３億程度というよりも少し多くなったん

ですけれども、これは見学に行った先のプールの規模と私たちが

建設するプールの規模、面積が若干違ったということにもなりま

すけれども、さらに精査して最低限必要な面積ということでやっ

たつもりでございます。 

それから建設費等費用については、私も詳しくはないんですけ

れども、プール建設とほかにかかる費用と、また違うということ
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で受け止めております。いずれにいたしましても、できるだけ総

務文教委員会の答申に沿うように教育委員会としては検討した

つもりでございます。 

 

 馬場議長 社会教育・体育課長。 

 

答弁 社会教育・体育課長

（柏崎和紀君） 

それでは測量設計等の経費について積算根拠ということです

けれども、こちらのほう、３者からそれぞれ業者のほうから見積

りをいただいて、それを参考にして計上させていただいておりま

す。 

 

 馬場議長 １１番。 

 

質疑 １１番 

（西館芳信君） 

教育長の答弁ですけれども、答申という言葉を今お使いになり

ました。答申ということで私たちも教育委員会側からの要請で時

間を決められて、そして行ったということは初めてですし、私、

恐らく議員生活の中でああいうふうにして報告というふうな形

で出したのも初めてだというふうな気がしております。ですか

ら、これについては少なくともはっきりと回答書とかそういうこ

とでなくても何行かの簡単なものでもよかったですけれども、打

てば響くという形で形のあるものを出してほしかった。今からで

もいいですけれども、その点について、どういうふうにお考えに

なるか、ひとつお願いいたします。 

それから設計委託料ですけれども、昨今、建設そのもののこと

については最低の品質を維持しなさいというふうな国の指導で

もって、かつてのようにいくらでも下がるというふうな傾向はあ

りません。しかしながら、この設計委託料だけに関しましては、

私は俗な言い方をすれば、当てにならないものはないというふう

なことで、設計委託料に関しては３割とか４割とか、そういう形

でなされているものも散見されるわけです。ですから私は、初め

から出すのは何がしの金額を出さなければならないのは、これは

当然のことですけれども、高い値を出せばやはり高どまりします

し、それなりに抑えれば、それでやっていけるというのが今の、

過当競争ではないですけれども、結構設計者にかかわる人たちの

競争原理が大いに働くということで、これはちょっと高過ぎる
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と。７割なり６割カットできるのではないですかということを私

は言いたい。これについてどうでしょうか。 

 

 馬場議長 教育長。 

 

答弁 教育長 

（福津康隆君） 

答申という言葉ですけれども、私も軽はずみな言葉の使い方を

したなとは思っております。第１回目のときにいろいろこちらで

説明して検討してもらったんですけれども、視察に行くというの

は、こちらからお願いしたわけではございません。総務文教委員

会のほうで視察に行ってから結論を出すというようなことで、た

しか視察に行かれたかと私は受け止めております。 

そして、その結果を受けまして、こちらで検討いたしまして、

総務文教委員会２回目開いてこちらの検討した結果をご説明し

ております。２名ほど欠席された委員がおられましたけれども、

その中で文書といいますか、きちんと書き物も提出して説明して

いると私は思っております。 

以上です。 

 

 馬場議長 社会教育・体育課長。 

 

答弁 社会教育・体育課長

（柏崎和紀君） 

先ほどの設計委託ですが、見積りはいただきましたが、あくま

でもそれらを精査して改めてこちらのほうで積算をした金額を

計上しています。 

何％切ったかというのは今ちょっと手元にはございませんけ

れども、精査した金額で計上をさせていただいております。 

以上です。 

 

 馬場議長 １１番。 

 

質疑 １１番 

（西館芳信君） 

教育長に関するほうだけ１点、３回目の質問をさせてください

い。 

答申という言葉が不適切であったということで何もなかった

んだということであれば、それはそれで結構だと思ったんですけ

れども、認識の違いか、私は委員会のことについては、こことこ

こが答えた部分ですよというふうな認識に至っていませんでし
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た。 

それはそれとして、もう一つのほうの回答、視察についてはち

ょっと私は今の答弁では違和感を感じました。 

というのは、視察してきてくださいということで我々は行った

のかなというふうに思っていますし、少なくとも期日について

は、いついつごろがデッドラインですよというふうな話で行った

というふうに思っていますが、かなり認識に違いがあるなという

ふうに思っております。答えたくなければ、教育長、よろしいで

すし、いや、答えるということであれば、よろしくお願いします。 

 

 馬場議長 答えたくなければいいということですが、どうされますか。 

社会教育・体育課長。 

 

答弁 社会教育・体育課長

（柏崎和紀君） 

それでは、お答えいたします。 

３月３０日に総務文教常任委員会のほうに、こちらからプール

整備について、その前に全員協議会で行った内容で温水プール等

がいいんじゃないか、あるいは学校プールがいいんじゃないかと

いうことで、それらについて調べさせていただいたのをご意見を

賜りたくて開催していただきました。 

その際に、ある程度こちらのほうで北海道のほうにこちらが想

定するようなプールがあるということでご説明して、それであれ

ば視察で調査を検討してこようということで決めたというか、そ

ういうふうな流れになったかというふうに考えてございます。 

以上です。 

 

 馬場議長 ほかに質疑ありませんか。 

９番、吉村敏文議員。 

 

質疑 ９番 

（吉村敏文君） 

質問する予定はなかったんですけれども、プールのこと、大分

伯仲してきているので、私のほうからも少し経緯的なものを説明

したいというふうに思っております。 

今、課長が申しましたように、最初３月の時点で温水プールの

ほうがいいんじゃないかというふうな形になりまして委員会の

ほうを開いたわけですが、温水プールはコストの分でだめだと。

じゃあ、学校プールか町民プールがいいんじゃないかと意見が分
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かれまして、その中で北海道のほうにそういうふうな類似したよ

うなプールがあるというふうにお聞きをしまして、私どもとすれ

ば、所轄の委員会とすれば、やはり判断を間違えてはだめだと。

やはりこれはそういうところがあれば現地を見て、そして間違い

がないように、判断が間違わないようにということの中で責任あ

る判断をしたいというふうな思いで、委員８人全員で、じゃあ、

研修に行かせてもらえないかというふうなことを踏まえまして、

今このプール計画になってきているわけでございます。 

私は、この経緯も踏まえてですが、やはり子どもたちのため、

また健康長寿青森県一というふうな目指す観点からしても、ぜひ

ともこれを進めるべきだと私は思っておりますが、いろいろな経

緯の中で総務文教委員とすれば私も委員長として取りまとめを

してきた経緯がございますので、今までいろいろ意見は出ており

ますが、これは今までの議会の中、また全員協議会の中で、ほと

んど議論されてきていることでございます。それを踏まえての今

のこの結論の中の補正のほうに設計が上がってきているわけで

すから、その辺のところも十分理解しているつもりでございます

が、私はこういうふうに理解しているんですが、私の理解でどう

でしょうか。間違いがありますか、教育長。 

 

 馬場議長 教育長。 

 

答弁 教育長 

（福津康隆君） 

私も同じような認識を持っております。 

以上です。 

 

 馬場議長 ９番。 

 

質疑 ９番 

（吉村敏文君） 

私どもの委員会の中で最後には委員の中から、できるだけ早く

プールを建設をして、来年の夏には間に合わないかもしれないけ

れども、できれば一部供用でもいいから使えるようにしてもらえ

ないかなというふうな要望もあります。今いろいろとニーズがど

うのこうのという話もありますが、私の中では、やはり夏休み中

子どもたちが心配だと、そういうふうなプールがあれば、町民プ

ールがあれば安心してそこに子どもたちを遊びに行かせられる

んだと。そうすると安心して仕事に行けるし、早くつくってもら
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いたいというふうな声も聞いておりますので、私はできるだけ早

くこの結論を出して、そして早期に着工をして完成をさせてもら

いたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 馬場議長 ほかに質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、第７款から第１０款までについての質疑を終わり

ます。 

以上で歳出全款についての質疑を終わります。 

次に、給与費明細書並びに地方債に関する調書及び第２表地方

債補正についての質疑を受けます。３１ページから３６ページ、

議案書の３２ページ。 

質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、給与費明細書並びに地方債に関する調書及び第２

表地方債補正についての質疑を終わります。 

以上で本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第８２号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場議長 お昼により午後２時まで休憩とします。 

  （休憩 午後１２時３７分） 

 馬場議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  （再開 午後 ２時００分） 

 馬場議長 日程第１０、議案第８３号、平成２８年度おいらせ町国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 
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環境保健課長。 

 

当局の説明 環境保健課長 

(松林由範君) 

それでは、議案第８３号についてご説明申し上げます。議案書

３３ページになります。 

本案は既定予算の総額に歳入歳出それぞれ４０４万６，０００

円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ３０億１，８８７万

７，０００円とするものであります。 

事項別明細書の３ページから１０ページをごらんください。 

まず歳出の主な内容につきましては、今後の支払い見込みによ

り高額療養費を増額し、共同拠出金を減額、平成２７年度事業実

績により療養給付費の国庫返還金を計上するものであります。 

歳入の主な内容につきましては、国庫補助金及び療養給付費交

付金を増額したほか、基金繰入金を減額し、平成２７年度からの

繰越金を計上するものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑は事項別明細書により行いま

す。 

第１表歳入歳出予算補正のうち歳入歳出とも全款についての

質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 事項別明細書のページは３ページから１０ページです。 

質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

次に、給与費明細書について質疑を受けます。１１ページ、１

２ページです。 

質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、給与費明細書についての質疑を終わります。 

以上で本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－５３－ 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第８３号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場議長 次に、日程第１１、議案第８４号、平成２８年度おいらせ町奨

学資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）についてを議題とい

たします。 

当局の説明を求めます。 

学務課長。 

 

当局の説明 学務課長 

（泉山裕一君） 

議案第８４号についてご説明申し上げます。 

事項別明細書の１３ページから１７ページをごらんください。 

本案は既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７０

万４，０００円減額し、歳入歳出予算の総額を２，２５１万７，

０００円とするものであります。 

その内容について申し上げますと、歳出については貸付金額の

確定により貸付金８４万円を減額、３件の寄附金があったことに

より積立金を１３万６，０００円増額するものであります。 

一方、歳入におきましては、寄附金収入を１３万６，０００円

増額、また貸付金額の確定により基金繰入金を１０４万３，００

０円の減額をするものです。このほか平成２７年度の当該会計の

決算剰余金が発生することから前年度の繰越金２２万２，０００

円増額するものです。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑は事項別明細書により行いま

す。 

第１表歳入歳出予算補正のうち歳入歳出とも全款についての

質疑を行います。１５ページから１７ページです。 

質疑ありませんか。 
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－５４－ 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

以上で本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第８４号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場議長 次に、日程第１２、議案第８５号、平成２８年度おいらせ町公

共下水道事業特別会計補正予算（第１号）についてを議題といた

します。 

当局の説明を求めます。 

地域整備課長。 

 

当局の説明 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

議案第８５号についてご説明申し上げます。 

議案書の３９ページから４１ページをごらんください。 

本案は、既定予算の総額に歳入歳出それぞれ１，７２１万２，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１億５，９

２８万円とするものであります。 

その主な内容につきましては、歳出では経営戦略策定業務委託

料と汚水枡設置工事の増加等に伴う単独下水道整備工事費を追

加計上し、歳入では平成２７年度決算の確定による前年度繰越金

と平成２７年度馬淵川流域下水道維持管理負担金の精算に伴う

還付金を追加計上するものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑は事項別明細書により行いま

す。 

第１表歳入歳出予算補正のうち歳入歳出とも全款についての

質疑を行います。２１ページから２３ページです。 
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－５５－ 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

次に給与費明細書について質疑を受けます。 

質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、給与費明細書についての質疑を終わります。 

以上で本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第８５号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場議長 次に、日程第１３、議案第８６号、平成２８年度おいらせ町農

業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）についてを議題とい

たします。 

当局の説明を求めます。 

地域整備課長。 

 

当局の説明 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

議案第８６号についてご説明申し上げます。 

議案書の４２ページから４４ページをごらんください。 

本案は既定予算の総額に歳入歳出それぞれ２８６万４，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億３，７４３万５，

０００円とするものであります。 

その主な内容につきましては、歳出では農業集落排水施設の機

能診断調査委託及び修繕料を追加計上し、歳入では平成２７年度

決算の確定による前年度繰越金と一般会計からの繰入金を追加

計上するものであります。 

以上で説明を終わります。 
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－５６－ 

 馬場議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑は事項別明細書により行いま

す。 

第１表歳入歳出予算補正のうち歳入歳出とも全款についての

質疑を行います。２９ページから３０ページです。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

次に、給与費明細書についての質疑を受けます。３１ページか

ら３２ページです。 

質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、給与費明細書についての質疑を終わります。 

以上で本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第８６号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場議長 次に、日程第１４、議案第８７号、平成２８年度おいらせ町介

護保険特別会計補正予算（第１号）についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

介護福祉課長。 

 

当局の説明 介護福祉課長 

（倉舘広美君） 

議案第８７号についてご説明申し上げます。 

議案書の４５ページから４７ページ、事項別明細書では３３ペ

ージから４２ページとなります。 

本案は、既定予算の総額に８，３８１万７，０００円を追加し、

予算の総額を２３億３，０１１万６，０００円とするものであり

ます。 
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－５７－ 

その主な内容につきましては、歳出では平成２７年度実績によ

る介護給付費の国庫等への返還金を増額し、歳入では前年度決算

に伴い、前年度繰越金を増額するものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長 説明が終わりました。 

これから質疑を受けます。質疑は事項別明細書により行いま

す。 

第１表歳入歳出予算補正のうち歳入歳出とも全款についての

質疑を行います。３５ページから４０ページです。 

質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

次に、給与費明細書についての質疑を受けます。４１ページか

ら４２ページです。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、給与費明細書についての質疑を終わります。 

以上で本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第８７号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場議長 次に、日程第１５、議案第８８号、平成２８年度おいらせ町公

共用地取得事業特別会計補正予算（第２号）についてを議題とい

たします。 

当局の説明を求めます。 

企画財政課長。 
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－５８－ 

当局の説明 企画財政課長 

（成田光寿君） 

それでは、議案第８８号についてご説明申し上げます。 

議案書４８ページから５０ページをごらんください。 

本案は平成２７年度決算による前年度繰越金の確定に伴い、歳

入の財源調整を行うもので、前年度繰越金の増額分を一般会計繰

越金の減額で調整したもので、予算の総額に変更はございませ

ん。 

歳入の変更内容でありますが、事項別明細書４５ページをごら

んください。 

平成２７年度決算に伴う前年度繰越金の増額分１５万８，００

０円を一般会計繰入金の減額で調整するものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑は事項別明細書により行いま

す。 

第１表歳入歳出予算補正のうち歳入全款についての質疑を行

います。４５ページです。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、歳入全款についての質疑を終わります。 

以上で本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第８８号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場議長 次に、日程第１６、議案第８９号、平成２８年度おいらせ町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてを議題といた

します。 

当局の説明を求めます。 
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－５９－ 

環境保健課長。 

 

当局の説明 環境保健課長 

(松林由範君) 

それでは、議案第８９号についてご説明申し上げます。 

議案書の５１ページから５３ページになります。 

本案は既定予算の総額に歳入歳出それぞれ１４０万２，０００

円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６，０８１万９，

０００円とするものであります。 

事項別明細書の４９ページ、５０ページをごらんください。 

歳出につきましては、平成２７年度の精算により後期高齢者広

域連合納付金を増額し、歳入につきましては、平成２７年度の繰

越金を計上するものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑は事項別明細書により行いま

す。 

第１表歳入歳出予算補正のうち歳入歳出とも全款についての

質疑を行います。４９ページから５０ページです。 

質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

以上で本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第８９号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 馬場議長 次に、日程第１７、議案第９０号、平成２８年度おいらせ町病

院事業会計補正予算（第１号）についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－６０－ 

病院事務長。 

 

当局の説明 病院事務長 

（小向博明君） 

それでは、議案第９０号についてご説明いたします。議案の５

４ページ、５５ページとなります。 

平成２８年度おいらせ町病院事業会計補正予算については、収

益的収入及び支出の予定額に２，００６万９，０００円を増額し、

９億８，１７２万４，０００円といたします。資本的収入及び支

出については、収入については４８２万１，０００円を増額し、

支出については３６９万６，０００円を増額しております。 

事項別明細書の５１ページ、５５ページをお開きください。 

５１ページの収入については入院収益の増額をしております。 

次のページの支出については、給与費の減額補正と特別損失の

増額をしております。 

次のページの資本的収入については固定資産売却代金の収入

を見ております。 

次のページの支出については、有形固定資産の購入費と長期貸

付金の増額をしております。 

以上説明を終わります。 

 

 馬場議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

本案については議案書と補正予算実施計画により一括で質疑

を行います。議案書の５４ページ、実施計画の５１ページから５

６ページです。 

質疑ございませんか。 

７番、 山忠議員。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

５２ページの支出の３款特別損失のところに固定資産売却損

ということと、それから収入のほうに次の５３ページにもやはり

土地家屋の売却代金として出ていますけれども、これはどこの土

地をどういうふうにやったものですか。 

 

 馬場議長 病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 山議員にお答えいたします。 
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（小向博明君） 土地の売却につきましては、病院の前の院長であります白倉院

長が住んでいた場所を土地を含めて売却する形になっておりま

す。 

売却代金については資本の収入といたしまして、特別損失につ

いては土地と家屋の台帳価格の分から売却代金を引いた額が損

失として支出されることになっております。 

以上になります。 

 

 馬場議長 ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

これは前にも話があって院長さんには売るのではなくて永久

的な形でお貸しをしましょうというふうな話があったというよ

うに記憶していますけれども、その話が何かどこかでなくなって

しまったんだろうか。 

それが議会にかかったということですか。 

わかりました。議員の皆さんから教えられました。 

 

 馬場議長 ほかに質疑ありませんか。 

４番、髙坂隆雄議員。 

 

質疑 ４番 

（髙坂隆雄君） 

私もここの特別損失２，４４５万円、それから医師住宅の売却

代金４８０万円、このところでお尋ねしますが、たしか１月１９

日のときに全協で説明があって、その際に議会側から数名の議員

からるる意見が出されて、たしかその際に当時の副町長が言って

おりました。本案については政策会議等を経て協議しているの

で、全部経過を承知していると。しかし、判断の非常識性を指摘

していると。るる院長先生の貢献度、それから本人の希望、そし

て、それに沿って協議をし、交渉をして、１月１９日のときの提

案に至ったという説明がありました。 

いずれにしても重要な案件ですからきちんと議員の皆様方に

理解を得て進めていきたいと思って当時の全協でお願いしてい

るというお話をしていました。再度皆さん方の意見を賜って検討

していきたいというお話でした。 

私も思うに、その検討した結果というのがどうなったのかわか

らないまま今回の提案になったなと思っていますので、その辺を
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お知らせいただければと思います。 

 

 馬場議長 病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（小向博明君） 

白倉先生に対する売却経過については１月の全協でも説明し

たとおりですけれども、その後こちらでも先生と覚書を結び、４

月１日から嘱託医師の契約、週３日の診療と手術の応援、あと病

院の顧問としての事業とかの部分での相談とか。これからもおい

らせ町に住み続けて病院には応援していくという、これからもず

っと貢献していくという部分で話を伺っております。 

それで売買契約も４月１日に結び、これから議会終了後に登記

のほうを進めて売買のほうを成立させていきたいと考えており

ます。 

先生の貢献度、もちろん１２年間という部分、院長を務められ

て以前の山梨県都留市でも１５年ですか、院長職を務められて、

こちらにかわって青森県というところに来て１２年やっていた

だき、その間黒字経営、医師の充足ということで貢献されており

ます。 

あと全国の病院協議会から会長表彰、あと総務大臣表彰、そち

らも受けてかなりの貢献を今までしてきた、それにこれからも住

み続けて病院にはまた貢献するという部分でのこともありまし

て売却が決定しております。 

売却額については評価額、土地と家屋の評価額があるんですけ

れども、それの２分の１ということで今までの貢献度その他これ

からの貢献、協力の部分での総合的に判断した部分で２分の１と

いう部分が決定されております。 

以上になります。 

 

 馬場議長 ４番。 

 

質疑 ４番 

（髙坂隆雄君） 

私がお尋ねしたのは、１月の全協のときにいろいろな意見が出

て、その後検討すると言っていました。検討した結果、経緯とい

うか、結果というか、その辺を知りたくてお尋ねしたわけです。 

おいらせ病院には運営協議会なるものも、運営審議会ですか、

なるものもありますが、そちらでも協議していませんし、庁議の
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中のどこかで協議したとは思いますが、どの機関で協議したの

か。 

それから、やはり医師住宅、当然医師に住んでいただきたくて

整備したものであります。例えば教員住宅なんかも教員に住んで

いただきたくて整備するものだと思います。住んでいる方が、貢

献度というのはいろいろな判断基準があるかもしれませんが、本

人の希望によって払い下げをする、今後も、例えば病院の院長先

生が既にかわってあるわけです。今どちらに住んでいるのかわか

りませんが、将来を見た場合に新しい院長先生がまた住みたい

と、住宅を建設してほしいといった場合は、また整備をして、こ

れは将来のことですから、どう予測するかは当然わかりません。

わかりませんが、その方も貢献されたと。そしてまた払い下げを

していくのかという心配もないわけではありません。 

そこで私なりにちょっと調べてみました。おいらせ町の条例の

中に、おいらせ町財産の交換、譲与または無償貸付等に関する条

例というのがありまして、この３条の中には４つの事例という

か、要件がありまして、いずれも国または公の機関、団体なんか

ですね。私人に対するものではないんです。ですから、今回のよ

うに貢献があったのは当然私も認めますし、何かしたいという町

の思いもわかるんですが、何を根拠にしてこういうふうなことを

するのかがよくわからないもんですから、その根拠となる規定な

り、または条例なりあったらお知らせください。そして、どの機

関で決定されたのかもお知らせください。 

 

 馬場議長 病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（小向博明君） 

全協からの細かい経過につきましては、ちょっと手元の資料が

なくて、こちらで確認の上、後ほど提示したいと思います。 

以上になります。 

 

 馬場議長 企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

私のほうから法律との関連性のところについてご説明いたし

ます。 

確かに先ほど髙坂議員がおっしゃったように、町の条例では土
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地の財産７００万円以上は議会の議決が必要となっております。 

ただし、今回の場合は公営企業法に基づくものでありますの

で、先ほどの議員がおっしゃった議会が必要なものは地方自治法

に基づくものでありますので、そちらは公営企業法が適用除外と

いうことになっておりますので、今回の医師住宅の売却につきま

しては、法的適用はございません。 

以上参考までお知らせいたします。 

 

 馬場議長 ４番。 

 

質疑 ４番 

（髙坂隆雄君） 

自治法とか公営企業法とか言われますと、それも１月の全協の

ときの資料に載っています。これはこれで理解はするんです。理

解はしますが、完全なる公営企業法の中でやっていられれば全然

問題ないと思いますが、町の一般会計から繰り出しをして運営し

ている病院ですよね。今回もこういうふうな補正予算で計上され

てきます。当然議会で審議になるわけですよね。 

ですから、公営企業法がどうである、こうであるというのは理

解はしますけれども、やはりこういう公費でもって整備をして、

それを本人の希望があるからといって払い下げを、それも特に割

安でしていいものかどうか。本当に白倉先生をどうこうというこ

とではないんです。そういうことではなくて聞いてほしいんです

が、しかし、県外のドクターをこちらへおいでいただいた、当時

の年齢を見ますと６２歳、１２年ほど頑張っていただいたと。 

いろいろなことは当然資料からわかるわけですが、こういった

事例が今後も発生するのではないかなという懸念と、もう一つは

三村町長にすると白倉先生においでをいただいたときの当時の

町長、今また時の町長、もしかして、これは本当に失礼な言い方

かもしれませんが、別の町長であったとすれば、こういったやり

方をするのかなという思いもあります。要するに判断基準がどこ

にあるのかといったときに、いまいちはっきりしないので、意外

と主観によるものが大きいのかなという感じがするんですね。 

ですので、例えば規定がない、条約がないとしても、どの機関

でどういうふうな話し合いをして、どういうふうな方針でもって

決定したかまであるものだと思うんです。それが先ほどお聞きし

ても病院事務長からは後で答弁ということですから、それは時間
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が必要であれば後でお聞きはしますけれども、どういう根拠でこ

ういった処理をしていくのかなという思いがあるものですから、

やはり今後にも少し問題が残りはしないかなと。 

それから、もう一つ、これはお尋ねします。 

家賃収入というのはどこに入っているんですかね。最後にこれ

くらいはお答えできると思います。今まで住んだ家賃収入です。 

 

 馬場議長 病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（小向博明君） 

医師住宅の収入は病院の医業外収益に入っております。 

以上になります。 

 

 馬場議長 よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

１１番、西館芳信議員。 

 

質疑 １１番 

（西館芳信君） 

今、４番議員が話ししたのはもっともなことだと思います。同

じ趣旨で私が前に発言したことは皆さんの頭の中にも残ってお

ります。 

私の趣旨は、そういう公共的な団体ではなく、１私人になった

人に対して感謝の気持ちがあるのかもしれないけれども、そうい

うふうにして実績がどうだこうだということで贈与するという

のは、しかも格安と言えばあれですけれども、一般の町民の納得

が得られるものだろうかというふうな話をしましたら、あのとき

は、じゃあということで、過去の実績云々ということではなくて

医師確保のためにいろいろな政策を講じなければならない、その

中の苦肉の策として今後のために、来てもらうために先生の要望

に従うんだということでした。 

白倉先生に傷をつけないために万難のやり方でもってやると

いうことで、そしたら私も話を蒸し返さないから、過去のことに

対しての褒賞とかそういう性格ではなくて、あくまでもこれから

貢献するということを約束するために誓約書なり契約書なり念

書の中にそのことを盛り込んで、そしてやったらクリアできるの

ではないかということで私もそれ以後一切このことについては

何もしゃべっていないんだけれども、それをやったんじゃないで
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すか。文書として、こういうことでこれからのためにやりますと

いうふうなことがなければ、４番議員が話ししたように、これか

らの院長先生、経験した人はみんな同じようなことを要求しても

不思議ではないというふうな、全く悪しき前例をつくるというこ

とになりますけれども、いかがでしょうか。 

 

 馬場議長 病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（小向博明君） 

西館議員にお答えいたします。 

白倉先生とは医師住宅に関する覚書を結んでおります。それも

結んで今後の病院に対する嘱託医師として医師確保の部分、医師

の充足率の部分でも貢献し、外科の手術の部分とかやっていくと

いうことで、まだまだ元気なうちは地域医療に貢献していきたい

という部分がありまして、覚書を結んでおります。 

以上になります。 

 

 馬場議長 １１番。 

 

質疑 １１番 

（西館芳信君） 

本当はその文言も見たいところですけれども、過去の実績とい

うことの褒賞という意味ではなくて、これからの医師確保のため

に先生も頑張る、私たちもお願いするということであれば、それ

はそれでいいのかなというふうな気は私はいたします。 

以上です。 

 

 馬場議長 ほかに質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 なしと認め、討論を終わります。 

これから議案第９０号について採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 異議なしと認めます。 
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よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

散会宣告 馬場議長 これで本日の日程はすべて終了いたしました。 

これで本日の会議を閉じます。 

あす７日は午前１０時から決算特別委員会を開き、付託された

議案の審査をお願いいたします。 

本日はこれで散会といたします。 

 

  （午後２時３６分 散会） 

 

 事務局長 

（中野重男君） 

修礼を行いますので、ご起立願います。 

礼。 

事務局から連絡いたします。 

この後２時５０分から議会全員協議会を開きますので、２階の

庁議室にお集まりください。 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


